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●
全
県
下
一
斉
の
取
組

　
町
で
は
、
納
税
の
公
平
と
税
収
の
確
保
を

図
る
た
め
、
７
月
か
ら
８
月
を
「
市
町
村
税

徴
収
強
化
月
間
２
０
０
８
夏
」
と
し
て
、
栃

木
県
と
の
協
働
に
よ
り
、
全
県
下
一
斉
に
徴

収
の
強
化
に
取
り
組
み
ま
す
。

●
三
位
一
体
改
革
と
税
源
移
譲

　
昨
年
、
三
位
一
体
の
改
革
に
よ
り
国
か
ら

の
補
助
金
や
負
担
金
が
削
減
さ
れ
、
そ
の
分

が
住
民
税
（
地
方
税
）
に
移
し
替
え
ら
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
財
源
で
は
な
く
税
源
の
移

譲
な
の
で
、
住
民
税
の
収
入
率
が
低
い
と
、

町
の
歳
入
は
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

（
※
住
民
税
が
増
え
た
分
、
所
得
税
は
減
っ

て
い
ま
す
。）

　
こ
の
こ
と
は
、
町
の
予
算
に
占
め
る
町
民

税
の
割
合
が
、
大
き
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
ま
す
。

　
税
収
が
確
保
で
き
な
い
場
合
、
予
定
し
て

い
た
事
業
が
行
え
な
く
な
っ
た
り
、
必
要
な

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
支
障
を
き
た
す
こ

と
に
な
り
ま
す
。

●
一
人
ひ
と
り
が
上
三
川
町
を
支
え
る

　
こ
れ
か
ら
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
一
人
ひ
と

り
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
要
な
役
割
を
担

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
国
で
は
な
く
、
納
税

者
で
あ
る
皆
さ
ん
が
自
分
た
ち
の
町
を
支
え

て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

●
自
主
的
な
納
付

　
町
は
、
自
主
的
な
納
税
を
期
待
し
て
い
ま

す
。
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
が
な
い
場
合
は

財
産
の
滞
納
処
分
（
差
押
・
公
売
な
ど
）
を

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
差
押
財
産
の
調

査
の
た
め
、
滞
納
者
の
住
居
や
事
業
所
の
捜

索
、
自
動
車
差
押
の
た
め
の
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク

（
写
真
）
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
滞
納
処
分
を
し
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
、

皆
さ
ん
の
自
主
的
な
納
税
を
お
願
い
し
ま
す
。

納
税
相
談

　
町
税
等
を
納
期
限
内
に
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
方
の
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

納
税
催
告

　
納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
が
な
い
人
に

対
し
、
督
促
状
・
催
告
書
等
の
送
付
、
電

話
催
告
、
自
宅
訪
問
、
勤
務
先
訪
問
を
行

い
ま
す
。

財
産
調
査

　
滞
納
者
の
財
産
に
つ
い
て
、
官
公
署
、

金
融
機
関
、
保
険
会
社
、
通
信
機
関
等
に

対
し
調
査
を
行
い
ま
す
。

給
与
調
査

　
滞
納
者
の
給
与
を
差
押
す
る
た
め
、
勤

務
先
に
対
し
給
与
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

差
押
処
分

　
不
動
産
・
預
貯
金
や
生
命
保
険
、
給
与

の
ほ
か
、
自
動
車
な
ど
の
差
押
を
行
い
ま

す
。

差
押
後
も
納
付
さ
れ
な
い
場
合
、
差
押
財

産
の
公
売
・
取
立
を
行
い
ま
す
。

●
税
収
確
保
の
取
組
み

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
税
務
課
　
納
税
係

　
☎
�
９
１
２
１

　平日の午後５時半～翌日の午前８時まで（翌日が休日の場合は午前８時半まで）、及び土曜日・

日曜日・祝祭日及び年末年始の午後５時から翌日の午前８時半までの戸籍届出につきましては、

石橋地区消防組合上三川分署にてお預かりいたします。

▼預けられる届出書＝

　出生届・婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届（その他の届出書

については、上三川分署では取扱いできませんのでご了承ください。）

　夜間に届出をされる予定の人は、必ず住民生活課へご連絡ください。

▼夜間受付場所＝石橋地区消防組合上三川分署（大字上三川4692番地）

▼問い合わせ先＝住民生活課　戸籍係　☎�９１２６

戸籍届出の夜間受付の場所が変更になりました�

結婚しました


